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特許技監　木原 美武

顧
問
挨
拶

　只今、ご紹介いただきました特許技監の木原です。特許

庁技術懇話会の顧問といたしまして、一言、挨拶を申し上

げます。

　本日の特技懇懇親会には、先程ご挨拶をいただきました

羽藤特許庁長官、飯村知的財産高等裁判所所長を初め、多

くのご来賓の皆様に、大変ご多忙の中、ご出席をいただき

ました。誠に有り難うございます。本日は、限られた時間

ではありますが、本年採用されました24名の新人も出席

しておりますし、彼らを含め特技懇メンバーの声を直接聞

いていただき、今後も、より一層のご支援、ご指導を賜り

たく、よろしくお願い申し上げます。

　さて、本日は、折角の機会でございますので、私共を取

り巻く状況について、いくつかお話をさせていただきたい

と思います。

　まず、特許の審査についてでありますが、この10年、

2002年の知的財産戦略大綱の策定、及び知的財産基本法

の制定を受け、そしてその後の知的財産推進計画の下、私

共は、特許審査の迅速化・的確化を最大の課題として捉え、

2013年度末までに、特許審査待ち期間、所謂、FA期間を

11月にするという長期目標に向かって、日々、努力して

参りました。その結果、一時は、審査待ち件数が約91万

件、FA期間が30月に迫るという時期もございましたが、

その後、その長期目標に向かい順調に進み、今年度の下半

期に入る時点で、審査待ち件数が22万件台、そしてFA期

間は、13.1月というところまで来ることができました。そ

して、本年度末には、いよいよFA11目標を達成できる見

込みであります。これも審査官各位の弛まぬ努力に加え、

登録調査機関を初めとする関係団体の皆さまや制度ユー

ザーの皆さまの特許審査に係る各種取組への御理解、御協

力の賜物であります。この場をお借りして、厚く御礼を申

し上げます。是非、FA目標達成を楽しみにお待ちいただ

きたく、よろしくお願いいたします。

　ただ、当然のことながら、FA11目標を達成することが、

私たちの最終ゴールではありません。中国をはじめとした

新興国の台頭を受け、我が国企業の経営戦略、知財戦略も、

先進国のみならず新興国を含めたグローバルな視点でより

一層展開されるようになってきています。弛まぬ研究開発

活動を通じて生み出された優れた発明を、グローバルに知

的財産として保護、活用して、イノベーションを創出して

いくという、グローバルイノベーションサイクルをいかに

回していくのか、そのために、私たちは、制度ユーザーの

皆さんが何を求めているのかを常に把握し、それに的確に

応えるべく、最大限の努力、貢献を続けていかなくてはな

りません。

　政府全体の今後の方針として、6月に、まず「知的財産

に関する基本方針」が閣議決定され、それに続き閣議決定

された「日本再興戦略─JAPAN is BACK」においても知

的財産戦略の強化が成長戦略の大きな柱の一つとして取り

上げられています。そして、その中で、2015年度中に権

利化までの期間を36月以内にするという期間目標を含め

「国際的に遜色のないスピード・質の高い審査の実現」と

いう命題を与えていただいており、それに応えていかなく

てはなりません。すなわちそれは世界で通用する安定した

権利を如何にタイムリーに設定できるようにするのか、更

に大きく言えば、如何に世界一の特許庁になれるのかとい

うことであります。

　したがって、当然のことながら、より一層、「審査の質」

にも目を向けていかなくてはなりません。制度ユーザーの

皆さんからのアンケート結果を見ても、質全般としては良

好な回答をいただいていますが、項目別で見ると、「外国

特許文献の調査」や「審査官間・審査室間での判断のばら

つき」等に、まだまだ課題を残していると言わざるを得な

い状況にあります。そのような課題解決のためにも、増大

する中国文献等外国文献サーチの強化や、より一層の品質

監理の充実化を図っていかなくてはならないと考えてい

ます。

　本年9月のジュネーブでのWIPO一般総会の機会に、特

定の先進国間でのミーティングがありました。その場で、

「近年の知財社会の中での最大の成果は何か？ 」とのテー

マがあり、各国が口を揃えて回答したのが、日本が発案し、

2006年に最初に米国との間でスタートした「特許審査ハイ

ウエイ（PPH）」でありました。今やその参加庁が30の国・

地域に拡大し、世界のPPHの累積申請件数は４万件を超

えるにいたっています。このPPHを引き続き日本がリー

ドし、その制度意義、すなわち①制度ユーザーが、早く安

く確実な特許権を取得できる、また、②各国特許庁のワー
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ります。是非、引き続きまして応援の程、よろしくお願い

申し上げます。

　最後に、本年7月に行われました特許庁の組織改正につ

いてであります。それにより、意匠課・意匠審査部門が、

従前の審査業務部から、審査第一部に移り、調整課、特許

審査部門と一緒の部で仕事を進めていく体制となりまし

た。特許と意匠、同じ経済産業技官であり、同じ本日の特

技懇のメンバーであり、またこれまでも特許審査官と意匠

審査官との若干名の人事交流はありましたが、基本的に

は、それぞれ独立して審査施策等を進めてきました。その

ため、意匠部門は、審判等も含め全員で70名前後という

非常に小さな体制で、意匠制度・運用、そして意匠審査を

必死に支えてきたわけであります。しかしながら、意匠制

度もハーグ協定への加盟も含め、特許と同様に国際的に大

きく展開して行かなくてはならない時代となっています。

また、企業においても特許戦略と意匠戦略の融合化が進

み、事業起点型での知財戦略が打ち立てられる時代となっ

ています。したがって、特許庁においても特許部門と意匠

部門が一緒になって、大きな組織の中で共に各種施策に取

り組んでいこうとなったわけであります。本日は、新体制

での初めての特技懇パーティーということで、より記念す

べきものとなりました。特許と意匠の審査官がともに集う

場として長い歴史を持ちますこの特技懇の役割にも、益々

大きな期待を寄せるものです。

　以上、少し長い挨拶になりましたが、特許も意匠も、特

技懇メンバー一丸となって知財立国としての地位を不動の

もとして確立していくべく、頑張って参ります。最後に、

本日ご参加いただきました皆様の益々のご健勝とご発展を

祈念しまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがと

うございました。

クシェアリングに資する、ということを確実なものとして

いくためには、まず、日本自らが、より一層、審査の質を

高め、他国で覆ることのない安定した権利をタイムリーに

付与していくことが必須ですし、また、PPHへの参加国

を拡大していくためにも、国際対話を深め、新興国への人

材育成も含めた国際協力が欠かせないものです。

　また、そのような世界に冠たる特許庁となるためには、

私達、審査・審判官が高い能力を発揮していくことが求め

られますが、そのためにも、また、ユーザーの皆様への情

報提供等サービスの向上を実現するためにも、それらを支

えるIT環境の充実、整備が必須であります。平成16年に

公表しました「特許庁業務・システム最適化計画」は、そ

の後、上手く進まず、開発が遅延し、昨年（24年）1月に

中断に至り、皆様にも大変ご迷惑、ご心配をおかけしまし

た。しかし、その後、計画の再構築に取り組み、本年3月

15日に、改定最適化計画を決定いたしました。本特技懇

メンバーも多くの者が、その改定計画の下、「二度と失敗

しない」という強い信念、覚悟をもって、日夜頑張ってお


